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令和５年第１回足寄町議会臨時会議事録（第２号） 

令和５年 ３月 ２日（木曜日）     

 

◎出席議員（１２名） 

   １番 多治見 亮 一 君   ２番 高 道 洋 子 君 

   ３番 進 藤 晴 子 君   ４番 榊 原 深 雪 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ７番 髙 橋 健 一 君 

   ８番 川 上 修 一 君   ９番 髙 橋 秀 樹 君 

  １０番 二 川   靖 君  １１番 木 村 明 雄 君 

  １２番 井 脇 昌 美 君  １３番 吉 田 敏 男 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足 寄 町 長              渡 辺 俊 一 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総 務 課 長              松 野   孝 君 

住 民 課 長              金 澤 眞 澄 君 

 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事 務 局 長              横 田 晋 一 君 

事 務 局 次 長              野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   中 鉢 武 志 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  議案第１号 足寄町公の施設に係る指定管理者の指定について（足寄町営

温泉浴場）＜Ｐ３～８＞ 

 追加日程第 １  議案第８号 令和４年度足寄町一般会計補正予算（第１２号）＜Ｐ８～

９＞ 
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午前１０時００分 開会 

 

◎ 開議宣告 

○議長（吉田敏男君） 全員の出席でござ

います。 

これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

本日開催されました、第１回臨時会に伴

う議会運営委員会の協議の結果を報告しま

す。 

本日は、２月２８日に文教厚生常任委員

会に付託いたしました、議案第１号の審査

報告を受け、審議を行います。 

以上で報告を終わらせていただきます。 

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 議案第１号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 議案第

１号足寄町公の施設に係る指定管理者の指

定について（足寄町営温泉浴場）の件を議

題といたします。 

本件に関し、委員長の報告を求めます。 

文教厚生常任委員会委員長 高道洋子

君。 

○２番（高道洋子君） 委員会審査報告

書。令和５年第１回足寄町議会臨時会（２

月２８日）において付託された事件につい

て、足寄町議会総合条例第１３８条の規定

により、次のとおり報告する。 

事件名 議案第１号足寄町公の施設に係

る指定管理者の指定について 

２、審査の経過 委員会開催日２月２８

日。 

３、決定とその理由 決定 否決。 

理由 指定管理者の指定については、地

域経済活性化の観点から、また将来的なこ

とも考えて、やる気のある地元業者の運営

による浴場としてほしいと考える。 

よって、足寄町公の施設に係る指定管理

者の指定については、不適当と考え否決す

るものである。以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） 次に、議会総合条

例第６７条第２項の規定により、少数意見

の留保の手続を行った議員による少数意見

の報告をお願いをいたします。 

７番 高橋健一君。 

○７番（髙橋健一君） 足寄町議会総合条

例第１３７条の規定による少数意見の留保

をさせていただきます。 

浴場の運営は「委託」「直営」「指定管

理」の３形態があるが、当委員会は、この

間の議論で指定管理を認めてきた。 

募集範囲を拡大したことをもって否定と

するか。 

町外者を選定したことをもって否定する

のか。 

公募期限直前まで町内業者が浴場運営に

名乗りを上げて来なかった実態もある。 

執行者側には、４月開業を目標に検討し

てきた以上、公募範囲の拡大は当然の選択

と言える。 

以上のことから、指定管理者となる団体

には何ら問題がなく、選考内容に問題もな

く、業務計画書等に不備もないことから、

可決することが妥当と考える。 

以上であります。 

○議長（吉田敏男君） これにて、少数意

見の報告を終わります。 

ただいまの委員長の報告に対する質疑を

行います。 

質疑はございませんか。 

１０番。 

○１０番（二川 靖君） ２月２８日の議

案第１号の提案を受けて、各議員からさま

ざまな意見が出されて、文教厚生常任委員

会に付託された、足寄町公の施設に係る指
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定管理者の指定について、ただいま文教厚

生常任委員会の審査の結果が報告され、否

決ということになりました。 

その理由と少数意見の留保が、今報告さ

れましたけれども、委員会において、具体

的にどのような意見が出され、議論したの

かをお伺いしたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 答弁自席でいいで

すから、答弁、委員長 高道洋子君。 

２番。 

○２番（高道洋子君） 当日は、２月２８

日本会議が終わって、その後、委員会がご

ざいました。 

委員会におきましては、当初、委員以外

の説明員と文教委員以外の方がいらっしゃ

いましたので、委員の中から秘密会にして

ほしいという発議がございました。 

それで、皆さんにお諮りしたところ、秘

密会にしてほしいということで、関係者以

外の方はその部屋から退出いただきまし

た。 

それから、皆さんに３人の説明員が執行

者側からありまして、説明を願い、再び説

明お願いしますということでしたけども、

そのとき秘密会にした理由は、まず、もう

一つございまして、そのときの２社の申請

ありました、２社の方の申請内容ですか、

申請内容の２つの役場に提出されましたそ

れを、私たち委員に配られました。説明員

の方から。時間をとりまして一読いたしま

して、それは回収されたわけでございます

けども、そのことについて、いろいろ意

見っていうのは、当日、その前段の本議会

でたくさん皆さん意見を述べたせいか、特

に無かったです。 

ただ、その後、暫時休憩になりまして、

暫時休憩の中でいろいろと２つの申請書

を、２社の申請書を見てもなかなか比較す

ることは難しいという意見やら、それから

１人の委員からは、もっと事前に水道料と

か電気料とか、もう昨年のうちから、積算

されて金額が分かったと思うということ

で、せめて情報を、そういう分かった時点

での情報、金額を、せめて委員会、文教委

員会に事前に説明して欲しかった。情報と

して流して欲しかったという意見がござい

まして、説明員の方もそれは認めて、その

とおりでしたっていうことでした。 

それから、すぐ表決に入りまして、そう

いうことで表決しまして、反対、賛成、２

対２でございました。 

２対２でなったので、委員長の表決とい

うことになって、委員長は、反対というこ

とで２対３の表決で終わりました。以上で

ございます。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） 今、文教委員長

の方から論議経過というのは、なかなか無

かったと。本会議の中で話したことが多く

て、なかなか委員会の中でお話にならな

かったっていうことをお聞きしましたけれ

ども、ちょっと自分たちの中では、事業者

の業務計画がどんなになっているのか、と

いうことも全く分からないと。いわゆる本

会議の中では点数制度ということで、その

点数制度で出されてきたということであり

まして、じゃあその事業者の事業計画書を

各委員が目を通して、本当に議論が本当に

起こらなかったのか。そこがちょっと逆に

不思議に感じているところでありまして、

その業務計画書を目を通した段階で、暫時

休憩の中で話しとなったようですけれど

も、休憩以降どのような本当に話になった

のかちょっと見えないので、そこら辺

ちょっとを教えていただきたいなと思いま

す。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、委員長 高

道洋子君。 

２番。 

○２番（高道洋子君） 本当に特に、賛成

反対意見とか、ここのところが反対だ、こ

こが賛成だという、御意見は無かったで

す。 

暫時休憩の中のお話は、言っていいこと
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と悪いことありますからね。言えませんけ

ど、言うことはありませんので、そこでは

具体的な話は多少ありましたけども、表決

が早かったのですね。早く、私もここに書

いてありますけど、暫時休憩中の意見ばっ

かりでして、要望としてはね、もう少し情

報を早く欲しかったということぐらいでし

た。以上です。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） 今、委員長が言

うとおり、休憩中の話は全く関係ないとい

うふうに思っていますけれども。例えば、

業務計画書について、双方に問題がないと

すれば、選定委員会で結論づけたことに対

して、本当にしつこいようですけれども、

本当に活発な議論がなされて、否決をされ

たのかということがすごく心配なのです。 

というのは本会議で、各議員さんがそれ

ぞれ思いをぶつけながら、理事者側に答弁

をいただいたということでして、そのこと

で委員会の中でちょっと議論にならなかっ

たということを、事態がちょっと残念かな

という思いでいますので、これは答弁はい

りませんけれども、そういったことで私の

気持ちというものを述べさせていただきた

いというふうに思っています。以上です。 

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はござい

ませんか。 

委員長に対する質疑です。 

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは、これに

て委員長に対する質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

原案に賛成者の発言を許します。原案に

対する賛成者です。 

４番。 

○４番（榊原深雪君） 足寄町の公の温泉

浴場施設に係る指定管理の指定についての

原案について、賛成討論を述べさせていた

だきます。 

このたび、文教厚生常任委員会において

審議され、報告を受けましたが、私は行政

から示された指定管理者について、賛成を

いたします。 

時間をいただき、賛成をする理由につい

て述べさせていただきます。 

文教厚生常任委員会から、地元の業者を

優先させたいとの考えについては、思いと

して理解できるものがございます。しかし

ながら、先日示されました、令和５年第１

回足寄町議会臨時会提出議案資料の町営温

泉浴場指定管理者候補者についての、別紙

選定における審査基準表を見ますと、私

は、選定基準のうち次の点に主眼を置いて

判断し、結論を出すべきものと考えます。 

選定基準の３に、管理を安定して行う物

的及び人的能力とあります。 

その中の審査項目⑴施設の適切な維持管

理。この項目の審査の視点として、①施設

の質を維持または向上させるものである

か。②災害等緊急時に対応できる体制であ

るか。③日常の事故防止などの安全対策や

事故発生時の対応などが十分に考えられて

いるか。 

審査項目⑵施設の適切な運営、この項目

の審査の視点として、①住民サービスを向

上させるための十分な体制となっている

か。②施設運営に必要な資格者は確保され

ているか。③個人情報保護の体制とその

チェックは適当か。④職員の資質・能力向

上を図るように考えられているか。⑤地域

住民や関係団体との連携や協働による事業

展開が図られるものであるか。⑥熱意や意

欲を持っているか。 

選定基準の４に、申請団体の経営状況と

あり、この選定基準に重点を置きました。 

審査項目⑴経営の健全性。この項目の審

査の視点として、①経営状況に問題はない

か。②法令などを遵守した経営が行われて

いるか。③同様の施設の管理実績はある

か。 

審査項目⑵経営の安定性。この項目の審

査の視点として、①財務状況に問題はない
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か。 

町営温泉施設として、多額の事業費を支

出し、管理委託することから、町民に満足

される行政サービスの提供に期待し、これ

らの審査の視点に照らして判断いたしまし

た。 

本件につきましては、長時間にわたり審

議が尽くされました。行政の説明どおり、

今後のより安定した温泉浴場の運営を考え

るならば、他の市町村のしかるべき業者に

委託し、円滑な事業を展開し、町民への適

切な行政サービスを速やかに提供すること

は、私ども議会に与えられた責務であると

考えます。 

両者を審査いたしますと、行政から示さ

れました指定管理者が指定するにふさわし

いとの結論に至りました。 

株式会社オカモトを指定管理者にする賛

成討論といたします。 

待ちに待った町営温泉浴場が、適切に運

営され、町民への行政サービスの場とし

て、町民の声に耳を傾ける場として、町民

の憩いの場として利用、発展することを

願って賛成討論として終わります。 

○議長（吉田敏男君） 次に、原案に反対

討論の発言を許します。 

９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 原案に反対討論を

させていただきます。 

委員会の方で否決という形になっており

ます。町内の地域活性化の観点から将来考

える、やる気のある地元業者の運営にして

ほしい、ということに対して、私も同意見

でございます。 

そもそも、スタート段階でこの審査が、

私は間違えていたのかなというふうに考え

ております。その中で、スタート段階から

指定管理を選択するということは正しかっ

たと思うんですけれども、その報告、周知

方法等のことに関して、十分に周知ができ

ていなかったこと、これに対しては非常に

残念であります。 

町内業者であれ、町外業者であれ、多分

同じ土俵に乗って審議をしたことに関して

は、行政のやられたことは確かだと思うの

ですが、余りにも準備段階において、そこ

の辺が、お粗末であったのであろうという

ふうに私の方は考えております。 

よって、原案について反対をいたし、私

の反対討論といたします。 

○議長（吉田敏男君） ここで行ったり来

たり、賛成反対一つずつやりますから、

ちょっとお待ちください。 

次に、再度でありますけれども、賛成討

論の発言を許します。 

１番。 

○１番（多治見亮一君） 足寄町公の施設

に係る指定管理者の指定について、可決の

立場で発言させていただきます。 

足寄町は、足寄町営温泉浴場の４月開業

を目指してきました。このことは、議員全

員の共通認識であったと思っています。 

浴場の運営は、先ほども言いましたけ

ど、委託、直営、指定管理の３形態があり

ますが、これは文教厚生常任委員会で議論

を進め、指定管理で運営することが妥当だ

というふうに認めてきています。 

町執行者が、４月開業を目標に検討して

きた以上、公募による募集は当然の選択と

言えると思います。 

本件以前の指定管理者選定において、指

定管理者選定委員会が問題になった記憶

が、私にはありません。平成１７年に制定

された要綱に基づく選定委員会でありま

す。 

２８日の委員会での審査では、選定委員

会の審査が不適切との声はありませんでし

た。厳正な審査が行われた場合、私たち議

員は、その結果について否決する行為は抑

制的であるべきだと思います。 

否決できるのは、例えば、不正入札が認

められる場合、あるいは、管理者の能力等

に著しい問題があることが発覚した場合、

犯罪行為の発覚、破産しかけている状態の
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発覚等、また、入札仕様に決定的な欠落、

法的な欠落等がある場合と解されていま

す。 

結果が、感情的な判断や気に入らないか

らと、否決が許されるのであれば、指定管

理者選定委員会の厳正な審査はほとんど意

味をなさなくなります。 

４月開業を心待ちにしている町民の皆さ

んをないがしろにし、いたずらに足寄町温

泉浴場の４月開業を遅らすことは、議員の

皆さんの本意ではないと思います。 

冷静な判断で、否決ではなく、可決され

ますことを皆さんにお願いして、私の意見

とさせていただきます。 

○議長（吉田敏男君） 次に、反対討論を

発言を許します。 

３番。 

○３番（進藤晴子君） 否決の立場で発言

させていただきます。 

文教委員会として、温泉浴場の方はずっ

と携わってまいりました。文教委員会でこ

の間のお話を聞いたときに、確かに指定管

理者となる団体には何の問題もなく、公平

公正に審査されたと私も思いました。 

審査内容の２社を見たときに、明らかに

違いもありました。 

ただ、それはもうどうしても、いろんな

事業をやってらっしゃる、そういうノウハ

ウを分かってらっしゃるそういう企業であ

れば、当然書かれているべきことであっ

て、もう実際にはそれがすぐ出せる情報が

あったはずです。 

８月に、オカモトの方から連絡があった

というお話があって、その後のことは分か

りませんけれども、公募をした段階で、業

者が名乗りを上げてくるということは多分

分かっていたのではないかと思います。 

先ほど高橋議員がおっしゃったように、

公募をしてその後の審査に関しては特に問

題はありません。本当に。ですが、それ以

前のことで、同じスタートラインには立っ

ていなかったということが一つと、あと、

審査内容の申請内容を見たときに、私たち

のこの温泉浴場は、身の丈に合ったものを

作りましょうということで、今でき上がっ

ております。 

そこを運営するのに、そこまでの企業が

私は必要なのかと。そこまでのノウハウを

持ってらっしゃる企業じゃなくても、例え

ば、老夫婦で引退された方がなって、そこ

にいろいろ町の方が補助をしながら、運営

していってもいいんではないかと、そのよ

うに個人的には思いました。 

ですので、最初の時点でスタートライン

が少し同じレベルでいかなかったというこ

とと、足寄町の浴場にそこまでの企業は、

私は必要はないのではないかと、その辺の

２つを考えまして、反対討論とさせていた

だきます。 

○議長（吉田敏男君） 再度でありますけ

れども、賛成討論の発言を許します。 

５番。 

○５番（田利正文君） この件について、

可決の立場で賛成の討論を行いたいと思い

ます。 

公募に至った経緯、判断、選定委員会の

判定、指定管理者の指定に至る流れに問題

は無かったというふうに考えて、賛成する

ものです。 

ただし、私は、２月１日の全員協議会で

の発言でも明らかなように、地域の企業に

やってもらいたい。地域循環型の経済とい

う点。地元で雇用を作る。地域の企業を育

てるということを、本当に考えているなら

ば、公募の前後に行政がやれることはまだ

あったというふうに考えています。 

議会を尊重し、情報の共有を積極的に進

めるべきだったと。例えば、文教委員会と

の間で、迅速丁寧な情報提供、共有が出来

なかったのか。 

もう一つは、足寄で生まれ育った議員の

皆さんは、地元の企業、人々との人脈があ

り、太いパイプを持っていると思います。 

こうした議員の皆さんの力に依拠すると
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いう考えがあっても良かったのではないか

というふうに考えています。 

これらについては、今後の足寄のまちづ

くり、あるいは行政の運営に欠かせない視

点だというふうに考えています。 

最後になりますが、ここで働くことにな

る労働者の労働環境や労働条件などにも目

配りすることができるように、そういう体

制をしっかりとっていただきたいという要

望をして、賛成討論といたします。 

○議長（吉田敏男君） 次に、反対討論を

許します。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは、これに

て討論を終わります。 

これから、議案第１号足寄町公の施設に

係る指定管理者の指定について（足寄町営

温泉浴場）の件を採決をいたします。 

本件に対する委員長の報告は否決です。 

この採決は、原案についての採決であり

ます。原案についての採決であります。 

繰り返し申し上げます。この採決は、原

案についての採決でありますので、御注意

をいただきたいと存じます。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

ちょっとそのままお待ちください。

ちょっと控えてください。 

はい。よろしいです。 

６名ということで起立多数でございま

す。 

したがって、議案第１号足寄町公の施設

に係る指定管理者の指定について（足寄町

営温泉浴場）の件は、原案のとおり可決さ

れました。 

ここで、暫時休憩をいたします。休憩中

に議会運営委員会を開催をお願いをいたし

ます。 

午前１０時３１分 休憩 

午前１０時３８分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 議会運営委員会委員長から、会議の結果

の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

 ただいま開催されました、第１回臨時会

に伴う議会運営委員会の協議の結果を報告

します。 

これより本日の日程に追加し、議案第８

号について、提案説明を受けた後、即決で

審議いたします。 

以上で、本臨時会における議案等の審議

は、本日をもって全て終了する予定であり

ます。 

以上で、議会運営委員会の協議結果の報

告を終わらせていただきます。 

○議長（吉田敏男君） これにて委員長の

報告を終わります。 

お諮りをいたします。足寄町議会総合条

例第４５条の規定により、追加議案を別紙

追加議事日程のとおり日程に追加をし、審

議することにしたいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君）異議なしと認めま

す。したがって追加議事日程のとおり、日

程に追加し審議することに決定をいたしま

した。 

 

◎ 議案８号 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第１ 議

案第８号令和４年度足寄町一般会計補正予

算（第１２号）の件を議題といたします。 

本件について、議案提案理由の説明を求

めます。 

総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野孝君） ただいま議題と

なりました、議案第８号令和４年度足寄町

一般会計補正予算（第１２号）につきまし

て、提案理由を御説明申し上げます。 

追加提出いたしました補正予算書の１

ページをお願いいたします。 
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議案第８号令和４年度足寄町一般会計補

正予算（第１２号）について御説明申し上

げます。 

歳入歳出予算の総額に変更はございませ

ん。 

今回補正いたしますのは、債務負担行為

でございまして、裏面の２ページをお願い

いたします。 

第１表債務負担行為補正といたしまし

て、町営温泉浴場管理運営業務１件の追加

をお願いしてございます。 

期間、限度額につきましては、表のとお

りでございます。 

以上で、議案第８号令和４年度足寄町一

般会計補正予算（第１２号）の提案理由の

説明とさせていただきますので、御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 ２ページをお開きください。 

第１表債務負担行為補正追加 1件、質疑は

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第８号令和４年度足寄町

一般会計補正予算（第１２号）についての

件を採決をします。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

したがって、議案第８号令和４年度足寄

町一般会計補正予算（第１２号）について

の件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 閉会宣告 

○議長（吉田敏男君） これをもって本臨

時会に付議をされました、案件の審議は全

部終了をいたしました。 

 これで、本日の会議を閉じます。 

 令和５年第１回足寄町議会臨時会を閉会

をいたします。 

午前 １時３６分 閉会 
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